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市昨

喧

論

支
那
時
局
の
重
大
三
日
本
の
好
意
政
策
の
限
界

矢

野

仁

支
那
に
於
り
る
北
方
軍
閥
ご
南
方
闘
民
黛
の
守
執
は
殆
ん
ど
民
闘
始
ま
っ
て
以
来
の
こ
正
で
、
表
面
別
に
珍

ι

L
い
こ
ご
で
も
な
い
慌
で
ゐ
る
が
、
然
L
闘
員
黛
が
今
日
の
如
〈
、
其
的
所
論
議
寧
を
有
し
、
其
自
身
の
組
織
己

勢
カ
ご
に
依
っ

τ、
直
接
に
北
方
言
判
崎
し
守
衡
す
る
様
な
形
勢
を
示
ず
に
至
っ
た
こ
ご
は
、
今
度
が
始
め
て
い

ゐ
っ
て
・
共

ω内
容
に
就
い
w

て
之
を
翻
れ
ば
.
貨
に
非
協
の
幾
三
百
は
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
民
園
創
始
以
来
支
那

の
時
局
は
今
日

ω如
〈
並
大
性
を
帯
び
る
に
歪
っ
た
・
』
ご
は
な
い
ご
言
っ
て
よ
い
。

こ
れ
ま
で
は
岡
民
黛
は
非
常
仁
弱
か
っ
た
縛
め
で
も
ゐ
ら
う
が
、
其
の
常
に
主
唱
し
宣
言
せ
る
主
義
理
想
の
上
か

ら
到
底
妥
協
交
譲
り
俄
地
が
な
い
様
に
考
へ
ら
る
、
軍
閥
正
妥
協
交
譲

L
、
我
々
局
外
者
を

Lτ
彼
等
は
ど
れ
耗

ま
で
其
り
主
義
や
理
畑
山
口
忠
貸
で
あ
り
異
面
目
で
ゐ
る
か
を
疑
は

L
め
た
・
』
ご
は
醐
周
波
で
め
る
か
分
か
ら
な
い
。

同年

支
那
時
局
山
亜
大
と
日
本
田
好
意
政
簾
内
限
界

七

第
二
十
四
寄

ハ
b
t

第
四
世

論

崎同

'.. 



第
二
十
四
巻

支
那
時
局
四
亜
大
と
日
本
白
好
意
政
策
目
限
界

時

ハ
七
入

第
四
競

論

t 

園
民
黛
が
孫
文
の
三
民
主
義
、
軍
閥
打
破
を
以
て
主
義
正

L
理
想
ご
し
に
ニ
正
は
前
か
ら
の
ニ
ご
で
・
今
に
始
ま

っ
た
こ
ご
で
な
い
o

然
る
に
孫
文
白
か
ら
民
側

ω初
め
に
於
て
専
制
主
義
の
様
化
、
軍
閥
的

E
頭
ご
も
言
ふ
べ
事

清
朝
極
悪
り
好
臣
た
る
彼
桑
世
凱
に
謝
し
て
閣
下
雄
材
大
路
、
支
那
の
時
局
を
牧
拾
し
、
混
乱
を
統
一
す
る
ニ

ご
は
、
関
下
を
措
い
て
他
に
人
な
し
な
ど
、
言
っ
て
、
民
国
の
依
つ

τ立
つ
べ
き
主
義
理
想
を
裏
切
る
の
み
な
ら

子
、
世
界
正
義
の
縛
め
に
も
悲
し
り
ぺ
き
品
貢
献
を
錯
し
て
‘
民
園

ω印
誕
を
譲
渡
し
た
の
で
ゐ
る
。
孫
文
は
其
の

主
義
理
想

ω矯
め
に
、
白
か
ら
精
朝
の
政
権
に
依
っ
て
統
一
せ
ら
れ
た
る
平
和
の
時
局
を
破
壊
し
、
混
乱
を
招
致

し
た
り
で
な
い
か
G

主
義
理
想
の
柏
崎
め
に
平
和
の
時
局
が
破
壊
さ
れ
、
混
乱
が
招
致
古
れ
た
か
ら
ピ
善
一
回
つ

τ、
主

義
理
想
を
宙
珂
h
或
は
棄
て
、
時
局
を
牧
拾

L
、
混
乱
を
統
一
す
べ
き
理
由
は
な
い
で
は
な
い
か
。
然
る
に
孫
文
は

敢
て
之
を
潟
し
た
の
で
あ
る
。
孫
文
一
た
び
主
義
理
想
を
寅
っ
て
妥
協
内
備
を
怨
し
て
よ
b
、
園
民
識
の
軍
閥
ご

妥
協
す
る
こ
正
は
珍
ら
し
(
な
〈
な

b
、
国
民
黛
芭
軍
閥
ピ
の
守
執
劉
怖
は
支
那
の
時
局
仁
於

τ殆
ん
戸
」
重
要
な

債
値
が
な
い
様
に
考
へ
ら
る
、
-
』
ぜ
に
な
っ
に
。

今
度
も
新
聞
紙
に
依
っ
て
侍
へ

ιる
、
所
に
銭
れ
ば
、
北
方
軍
閥
仁
於
て
安
協
交
議

ω意
が
ゐ
る
こ
三
は
兎
も

角
Z
し
て
、
南
方
国
民
議
じ
於

τも
、
盛
ん
に
袋
協
交
譲
の
一
一
長
商
運
動
を
錯
し
っ
、
ゐ
る
様
で
ゐ
る
。
?
フ
し
て

国
民
議

ω
左
傾
一
蹴
た
る
共
産
常

ω牽
制
若

L
〈
は
反
劃
が
な
り
れ
ば
、

そ
れ
が
必
す
し
も
絶
望
で
な
い
が
如
〈
に

侍
へ
ら
る
、
ニ
ピ
は
、
質
仁
園
民
謀
の
潟
め
仁
、
其
の
主
義
理
想
の
斜
め
に
、
叉
支
那
の
時
局
の
永
久
の
安
定
の

-、

.・、.
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ハ
λ
0

第
四
現

支
那
時
局
の
識
大
ー
と
日
本
・
由
好
意
政
策
の
限
界

第
三
十
回
答

七
四

“子

論

晶
一
月
十
入
日
の
演
設
に
於
て
、
成
東
軍

政
治
上
及
び
枇
曾
上

ω麓
草
を
目
的
正
す
る
一
定
の
主
義
士
高
〈
其

の
旗
峨
に
掲
げ
て
、
之
が
錦
め
に
支
那
に
於
村
る
内
乱
の
性
質
仁
一
の
麹
化
を
来
ず
に
至
っ
た
ご
越
ぺ
て
居
る

が
、
政
治
上
枇
品
目
上
の
一
定
の
主
義
ご
は
、
卸
%
此
の
三
民
主
義
を
指
司
も
の
で
あ
ら
う
。

然
し
孫
文
の
三
民
主
義
に
依
る
政
側
は
今
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
今
度
に
な
っ
て
そ
れ
が
始
め
て
民
衆

に
依
っ
て
共
鳴
さ
れ
た
己
云
ム
ニ
ピ
は
、
こ
れ
ま
で
は
民
衆
に
分
か
ら
な
か
っ
た
三
民
主
義
的
理
論
乃
至
利
盆

が
、
岡
民
議
十
数
年

ω宜
傍
乃
至
教
育
に
依
つ

τ始
め

τ分
か
る
様
に
な
っ
た
錦
め
で
あ
る
ご
で
も
考
へ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
ご
で
あ
る
。
然
L
3
う
云
ム
ニ
ご
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
一
三
民
主
義
正
は
言
ふ
ま
で
も
な
(
民
族
主

義
.
民
械
主
義
、
民
生
主
義
で
あ
る
。
第
一
の
民
族
主
義

μ
支
那
民
族
的
自
由
獅
立
を
要
求
す
る
貼
(
中
岡
民
族

自
求
解
放
)

か
ら
、
回
調
民
族
川
支
配
一
ピ
受
り
な
い
ご
云
ふ
ナ
V

ヨ
ナ
ロ
ズ
ム
の
運
動
正
考
へ
ら
れ
、
満
洲
柿
族
的

特
権
を
基
礎
正
せ
る
清
朝

ω政
権
を
排
尿
す
る
潟
め
に
は
布
カ
な
主
義
で
ゐ
っ
た
で
ゐ
ら
う
が
、
今
日
に
於

τそ

れ
が
ど
れ
程
支
那
の
民
衆
に
ア
ツ
ピ

1
w
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
ぞ
れ
が
各
民
族
の
平
等
を
要
求
す
る
貼
(
中

岡
境
内
各
民
族
一
律
平
等
、
世
界
土
谷
民
族
一
体
卒
等
)

か
ら
、
各
闘
帝
国
主
義
政
策
の
訂
破
・
不
平
等
倹
約
撤

威
川
山
岡
際
的
解
放
一
連
動
ご
関
聯
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
宇
し
も
岡
民
識
の
民
族
主
義
に
限
っ
た
も
の
で

な
〈
、
支
那
耐
北
に
通
宇
品
運
動
で
ゐ
品
。
閥
民
黛

ω民
族
主
義
に
り
が
特
に
支
那

ω民
衆
仁
理
解
き
れ
共
鳴
さ

れ
た
さ
云
ふ
理
由
は
な
い
1

様
に
考
へ
ら
れ
る
。

-、
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然
ら
ば
第
一
一
山
民
権
主
義
は
ど
う
で
ゐ
る
か
ご
云
ふ
に
、

こ
れ
は
政
治
上
最
後
の
権
力
郎
も
主
構
(
港
奉
権
、
罷

官
権
・
創
制
機
.
綾
決
構
)
守
人
民
に
附
奥
せ
ん
-
己
す
る
共
和
民
主
的
主
義
で
ゐ
品
。
然

L
支
那
の
民
衆
に
政
治

上
の
主
権
を
要
求
す
る
考
へ
が
ゐ
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
軍
閥
が
今
日
の
如
き
勢
力
を
得
・
叉
今
日
ま
で
其
の

勢
力
を
維
持
す
る
こ
正
が
出
来
た
で
ゐ
ら
う
か
。
共
和
民
主
の
岡
家
正
し
て
人
民
に
最
後
の
権
力
を
附
奥
す
る
ご

云
ふ
ニ
ピ
は
是
非
之
を
柏
崎
さ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
め
る
。
叉
人
民
に
之
を
要
求
す
る
考
へ
が
ゐ
っ
て
、
共
和
民

主
山
政
治
は
始
め
て
可
能
で
あ
る
正
考
へ
ら
れ
る
勺
然
し
支
那
の
人
民
は
今
日
未

r国
家
最
後
的
権
力
を
自
分
違

の
手
に
掌
握
し
な
り
れ
ば
な
ら
伯
ご
一
五
ふ
考
へ
を
持
つ
に
至
ら
な
い
。
ぞ
れ
H
H
か
ら
軍
閥
は
今
日
猶
は
共
の
勢
カ

を
持
続
し
て
居
る
こ
ピ
も
出
来
る
認
で
め
る
。
そ
れ
故
人
民
仁
図
家
最
後
の
構
カ
を
持
た
し
む
る
ご
一
再
ふ
こ
ぜ
、

持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
云
ふ
考
へ
を
抱
か
し
り
る
こ
ご
は
、
闘
民
議
正
し

τ今
後
の
教
育
.
訓
練
、
養
成
の
重

要
な
問
題
で
あ
っ
て
、
共
和
民
主
の
岡
家
た
る
民
凶
の
完
成
の
勉
め
に
、
是
非
Z
う
云
ム
こ
正
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
揮
で
あ
る
が
、
現
在
に
於

τは
木
だ
き
う
云
ム
ニ
己
に
な
っ
て
居
な
い
。
支
那
の
人
民
に
未
だ
政
治
上
最
後

の
様
カ
た
る
主
権
そ
要
望
す
る
考
へ
が
起
っ
て
居
な
い
。

古
う
す
れ
ば
園
民
議
の
民
雄
主
義
が
支
那
の
民
衆
に
ア

ク
ピ

1
w
L
τ
園
氏
黛
軍
の
今
度
の
成
功
ピ
な
っ
た
ご
云
ふ
・
』
ピ
も
ど
う
か
ご
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
第
三
ゆ
民
生
主
義
は
ど
う
で
ゐ
る
か
ど
一
五
ふ
仁
、
こ
れ
は
共
産
主
義
仁
似
て
射
る
様
で
め
る
が
、

貨
は
大
に
似
な
い

ギ
ロ
デ
イ

Y

は
抽
出
口
に
於

τ露
両
直
は
支
那
に
謝
し

t
三
民
主
義
の
行
は
る
、
こ
芭
以
外
に

時

支
川
即
時
周
白
軍
大
と
日
本
田
好
意
政
策
白
血
界

第
二
卜
回
毎

ーヒ
五

，、
F、

第
四
班

論

‘・』
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骨年

論

主
那
時
局
の
重
大
と
日
本
田
好
宮
政
策
白
臨
界

第
二
十
四
血
管

". ，、
入

第
阿
娩

七
1， 

求
む
る
所
は
な
い
1

、
三
民
主
義
は
共
産
主
義
に
似
て
居
る
か
ら
、

三
民
主
義
が
行
は
れ
苫
へ
す
れ
ば
・
露
西
亜
は

満
足
す
る
芭
言
っ
た
ご
云
ム
-
』
ご
で
あ
る
が
、
露
西

E
Z
似
た
様
な
簡
が
隣
闘
に
起
る
課
で
あ
る
か
ら
・
露
西
軍

は
そ
れ
を
見
て
喜
ぶ
正
云
ふ
意
味
仁
過
ぎ
な
い
様
で
ゐ
る
o

然
し
恐
ら
〈
ポ
ロ
デ
イ

y
h
孫
文
の
三
民
主
義
の
共

産
主
義
己
如
何
に
似

τ居
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
云
ふ
こ
正
を
知
つ

τ居
る
で
ゐ
ら
一
フ
正
思
は
れ
る
。
然
し
ポ
ロ

デ
イ
Y

ご
し
て
露
西
亜
は
三
民
主
義
の
一
部
分
或
は
外
商
共
産
主
義
に
似
て
居
る
様
な
凱
ゐ
る
に
依
旬
、
之
を
利

用
し
て
支
那
の
赤
化
を
圃
h
、
共
産
主
義
を
-
賀
行
す
る
手
段
ど
す
る
の
で
あ
る
ご
言
そ
』
ご
は
出
来
な
い
。
そ
ん

な
こ
己
を
言
つ
て
は
・
非
常
な
反
封
が
支
那
の
内
外
に
起
b
、
共
産
黛
の
勢
力
を
一
日
一
に
し
て
失
墜
す
る
に
至
る

-
』
ご
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、

ポ
ロ
デ
イ

V

は
そ
ん
な
ニ
ご
を
言
つ

1
、
何
故
に
露
西
亜
は
悶
民
績
を
援
助
し
て
居

る
か
ご
云
ム
支
那
人
民
の
胸
底
深
〈
抱
り
る
疑
問
を
巧
み
に
他
仁
そ
ら
さ
ん
ご
す
る
も
の
で
な
い
γ

か
o

民
生
主
義

は
闘
家
を
前
提
ご

L
貧
富
山
り
不
一
中
均
、
個
人
的
資
本
の
集
中
を
防
逼
ゼ
ん
ご
す
る
も
の
で
、
財
産
の
私
有
を
認

め
、
只
だ
之
に
制
限
を
附
せ
ん
ご
す
る
主
義
で
ゐ
る
。
主
(
の
錦
め
に
地
構
の
吊
T

均
ご
か
、
資
本
の
節
制
ビ
か
一
去
ふ

こ
ご
を
主
張
す
る
の
で
ゐ
る
。
私
は
こ
れ
は
有
産
階
級
に
も
不
利
盆
で
あ
り
、
無
産
階
級
に
も
共
産
+
主
義
程
ア
ヴ

ピ
1
P
す
る
も
の
で
は
な
い
ご
考
へ
る
の
で
あ
る
。

か
う
一
玄
ふ
様
に
考
へ
る

z・
闘
民
黛
の
闘
民
主
義
が
深
〈
支
那

ω
民
衆
に
ア
ワ
ピ

1
ル
し
て
、
国
民
議
軍
の
今

日
の
如
き
勢
力
ど
な
っ
た
も
的
ピ
は
考
へ
ら
れ
な
い
V
O

叉
そ
れ
が
漸
〈
支
那
の
民
衆
仁
理
解
吉
れ
て
、
茸
(
の
結
果

-、
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こ
仰
い
ま
で
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
な
か
っ
た
も
の
が
、
今
度
始
め
て
ア
ツ
ピ

1
w
す
る
様
に
な
っ
た
己
も
考
へ
ら
れ
な

L 、
。

然
ら
ば
Y
」
う
一
五
ふ
評
で
南
方
の
図
民
黛
軍
が
今
日
の
如
〈
非
情
な
勢
力
を
示
す
噂
』

t
を
得
る
に
歪
っ
た
か
。

』

れ
に
就
い
γ

て
は
第
一
に
闘
民
鶏
箪
の
賞
際
に
強

ν
芭
云
ム
こ
己
も
考
へ
ら
れ
る
。
武
昌
の
攻
奪
戦
に
於
り
る
彼
等

の
死
を
見
る
締
す
る
が
如
き
勇
敢
な
る
海
戦
振
は
、
支
那
民
園
以
来
の
戦
守
仁
於
て
曾

τ比
を
見
ざ
る
所
で
あ
る

ピ
言
は
れ
て
居
る
o

こ
れ
は
彼
等
の
主
義
を
争
ふ
錫
め
の
戦
害
で
・
こ
れ
ま
で
の
軍
閥
聞
の
掠
傘
主
義
の
戦
守
正

全
然
異
っ
て
居
る
矯
め
で
あ
る
ピ
云
ふ
様
に
説
明
す
る
こ

Z
も
出
来
ぬ
こ
乙
は
な
い
が
、
然
し
こ
れ
程
の
勇
敢
な

ら
ば
、
岡
民
課
程
の
主
義
も
な
い
長
髪
賊
の
武
昌
、
南
京
ω
攻
奪
戦
、
盟
問
官
屯
、
九
江
、
安
慶
、
常
州
、
蘇
州
、

南
京
等
の
防
禦
戟
に
於

τ見
は
し
た
勇
敢
な
る
態
度
ピ
徐
り
麓
ち
は
な
い
V
O

長
髪
Mm
が
ま
だ
騎
西
の
山
中
に
在
り

し
時
、
英
の
朕
況
を
報
告
し
た
官
軍
側
の
上
奏
に
、
庚
西
の
賊
匪
で
は
長
髪
械
は
最
も
頑
殺
で
あ
b
、
死
黛
は
累

千
盈
満
に
し
て
凶
結
甚

r竪
〈
、
謀
を
用
ゐ
闘
を
設
け
て
も
解
散
せ
し
む
る
こ
ご
が
由
来
す
、
幾
度
ぴ
摘
斬
斐
薙

の
伶
を
経
て
も
決
し
て
降
服
し
な
い
、
彼
等
は
回
世
ご

L
て
死
を
畏
れ
な
い
、
賞
に
兇
悪
大
駒
郡
で
あ
る
ぜ
言
っ
て
あ

る
o
u民
髪
賊
が
武
昌
よ
h
紬
艦
相
合
ん
で
揚
子
江
を
千
伶
般
の
舟
で
航
下
し
た
時
の
勢
ひ
は
、
潰
阪
の
河
、
燦
原

ω火
の
如

f
、
殆
ん
ど
何
も
の
も
防
「
こ

Z
が
出
来
な
い
綾
な
勢
ひ
が
ゐ
っ
た
の
で
あ
る
o

ヲ
キ
リ
ノ
ア
ム
A

は
彼

第
四
都

七
七

第
二
十
四
巷

六
八

時

論

宝
那
時
局
D
重
大
と
日
本
白
好
意
政
策
の
限
界

" 

-、
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時

論

支
那
時
局
白
重
大
と
日
本
白
釘
窓
政
筑
山
口
県
山
骨

第
二
寸
四
血
管

ハ
八
四

第
四
披

七
λ

の
有
名
な
る
著
者
、
中
岡
総
論
「
富
山
岳
-o
窓口
1
0
2
)
の
中
に
、
長
髪
賊
の
革
命
主
義
が
支
那
人
民

ω揃
洲
政
府
に

劃
す
る
民
族
的
反
戚
に
ア
ヅ
ピ

1
w
し
た
も
の
ご
考
へ
な
け
れ
ゴ
、

彼
等
が
か
う
云
ふ
非
常
な
勢
カ
を
一
市
ず
に
至

っ
た
事
寅
を
説
明
す
る
こ
ぜ
が
出
来
な
レ
様
に
遁
ぺ
て
居
る
が
、
然

L
長
髪
賊
が
か
う
云
ム
勢
力
を
一
示
す
に
至
つ

た
の
は
、
決
し
て

?
Z
T
A
ふ
誇
で
は
な
い
。
長
髪
賊
に
は
決
し
て
支
那
的
人
民
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
慌
な
主
義
が

な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
o

そ
れ

rか
ら
彼
等
は
南
京
を
取
っ

τ、
此
慮
に
落
着
〈
こ
ご
に
な
る
ご
、
最
早

P
そ
れ
以

上
に
勢
力
を
伸
す
こ
ご
が
出
来
な
〈
匂
っ
た
り
で
ゐ
る
。
政
治
上
枇
曾
上
一
定

ω主
義
を
高
〈
其
の
旗
峨
に
掲
げ

て
居
る
園
長
黛
箪
を
長
髪
賊
に
比
す
る
こ
ご
は
、
恐
ら
〈
甚
ピ
し
き
不
倫
で
ゐ
ら
う
o

長
髪
賊
は
決
し
て
主
義
の

集
闘
で
は
な
い
。
然
し
き
う
一
宮
ム
詩
ら
な
い
長
髪
賊
で
す
ら
‘

一
時
あ
れ
程
の
大
勢
力
を
見
は

L
・
あ
れ
程
の
勇

敢
な
る
奮
戦
を
錫
し
た
の
で
ゐ
る
。
園
民
世
覇
軍
が
露
西
盟
り
援
助
に
依
つ
工
編
制
L
た
る
比
較
的
訓
練
ゐ
る
軍
隊

ざ
し

τ・
4
れ

rけ
の
勢
力
を
見
は
す
に
至
っ
た
こ
ご
は
別
に
不
思
議
は
な
〈
、
主
義
を
守
ふ
縛
め
に
此
の
如
〈

勇
敢
で
ゐ
・
り
、
非
常
な
勢
力
者
』
示
す
に
至
っ
た
正
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ニ
ご
も
な
い
様
に
考
へ
ら
れ
る
o

四

第
二
に
考
へ
ら
る
、
ニ
ご
は
露
西
亜
ゆ
援
助
ご
一
苫
ふ
・
」
ご
で
あ
る
o

由
周
東
黄
捕
の
中
川
冗
軍
事
政
治
事
校
は
露
両

亜
の
寄
附
に
係
る
二
十
高
元
山
り
金
正
数
千
挺

ω小
銃
、
数
十
挺

ω機
闘
銃
、
数
門
の
重
税
砲
を
基
礎
Z
し
て
設
立

さ
れ
た
ご
一
瓦
A
-
』
己
で
あ
る
が
、

此
蕗
で
速
成
的
に
養
成
さ
れ
た
士
宮
は
非
常
の
多
数
に
上
る
様
で
あ
る
が
、

-、

，風。ー，
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れ
が
政
治
的
軍
事
的
に
訓
練
さ
れ
た
今
日
の
周
民
黛
軍
の
基
礎
を
潟
す
も
の
で
ゐ
る
o

こ
れ
ま
で

P

岡
氏
請
は
白

分
の
黛
軍
己
云
ふ
縫
な
も
の
が
な
〈
.
雲
南
軍
に
ご
か
、
庚
西
軍
に
£
が
、
湖
ト
同
軍
に
ご
か
云
ふ
協
な
外
省
軍
卸

ち
客
軍
に
依
っ
て
、
泌
が
に
其
の
地
位
ケ
維
持
し
て
居
た
の
で
ゐ
る
が
、
露
画
一
虫
の
援
助
に
依
つ

τ始
め
て
自
分

の
黛
箪
を
持
つ
こ
ご
が
出
来
る
様
に
な
っ
た
。
黛
軍
は
露
西
盟
の
赤
軍
的
編
制
に
倣
っ
て
編
制
さ
れ

τ居
ろ
臨
時
で

あ
る
o

図
民
黛
は
今
日
果
し
て
露
西
並
炉
ら
ど
れ
粍
現
金
若
し
〈
は
兵
探
弾
柴
等
の
補
助
を
受
け
て
居
る
か

t
一玄

ふ
こ
正
は
分
か
ら
m
H

が
、
露
西
毘
か
ら
百
数
十
人
の
廟
問
正
か
数
百
ぜ
か
一
両
ふ
も
の
が
庚
束
始
め
武
昌
.
漢
口
等

に
来
て
居
っ
て
外
交
、
財
政
、
軍
事
、
政
治
各
部
局
仁
奉
職
し
て
居
る
こ
Z
は
天
下
公
'
知
的
事
責
で
あ
る
。
廟
問

正
か
議
官
ピ
か
言
つ

τ居
る
慌
で
あ
る
が
、
彼
等
は
此
等
各
部
局
山
口
椙
機
に
盛
山
崎

L
、
質
際
に
於
て
は
殆
ん
ど
之

を
指
導
し
っ
、
め
る
様
で
ゐ
る
。
彼
等
以
毎
週
一
彪
に
集
合
し
て
前
週
中
的
経
過
成
績
を
講
一
詳
し
、
更
に
次
週
中

に
品
局
司
ぺ
き
作
業
に
就
い
て
討
議
を
行
ひ
、
極
め
て
計
査
的
秩
序
的
な
限
務
を
活
し
っ
、
あ
る
ご
言
は
れ
〔
居
る
。

2
う
し
て
此
等
多
数

ω露
西
亜
人
は
皆
露
西
亜
政
府
か
ら
紛
典
支
耕
を
受
り
つ
、
あ
る
芭
云
ふ
こ
芭
で
あ
る
。

露
両
亜
以
一
嘗
て
清
朝
時
代
に
於
て
北
京
に
官
商
隊
を
掘
削
遣
し
た
。
十
七
倣
紀
り
筏
宇
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て

何
十
同
ピ
一
五
ふ
官
商
隊
を
仮
遺
し
た
。
叉
外
交
上

ω使
節
や
商
務
官
を
被
遣
し

希
剛
粗
品
棋
の
借
侶
即
も
ア
ケ
ビ
7

シ
ド

Y
1
・r
r
t
か
・
満
洲
語
や
支
那
語
を
桝
究
す
る
匁
め
の
官
拳
生
に
ご
か
を
暗
躍
っ
た
。
蛍
時
的
支
那
政
府
は

露
商
盟
が
白
H
7
山
り
利
盆
の
勉
め
に
還
っ
た
此
等

ω露
商
亜

ω商
人
、
使
節
、
官
克
、
償
侶
、
曲
宇
生
な
ど
の
旅
賓

時

主
郵
時
局
の
重
大
と
臼
卒
。
好
意
政
策
の
限
界

首

第
二
十
四
巷

山ハ

λ
r
n

第
四
斑

七
九

-、
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時

支
那
時
局
。
重
大
と
日
本
由
好
意
政
策
由
限
界

第
二
十
四
巷

第
四
挽

八
O 

六
λ
六

論

ゃ
、
北
京
滞
在
中
の
食
糧
ま
で
も
支
給
し
た
の
で
あ
る
。
尤
も
宮
商
隊
に
就
い
て
は
支
那
政
府
に
品
質
用
を
支
耕
せ

し
め
て
、
露
西
並
自
か
ら
其
の
利
盆
の
柏
崎
め
に
貿
易
を
行
ふ
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
徐

h
に
勿
鵠
な
古
池
町
寸
~
る
の
で
、

如
何
に
十
'
7
J
L
し
い
露
西
珪
政
府
で
も
其
の
費
用
だ
り
は
融
附
議
し
た
が
、
使
節
、
宮
市
民
、
借
侶
・
皐
生
な
ど
は

後
ま
で
も
支
那
の
支
品
開
h
z
受
U
て
居
た
の
で
の
る
。
露
西
亜
は
支
那
の
一
費
用
で
一
生
懸
命
支
那
語
揃
洲
語
を
陣
中

ぴ
、
叉
支
那

ω事
情
を
腕
究
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
露
西
買
は
今
日
清
朝
時
代
の
御
櫨
奉
公
を
園
民
政
府
に
い
た

し
て
居
る
様
な
も
の
で
ゐ
る
。

露
西
亜
は
果
し
て
自
分
か
ら
費
用
を
出
し
て
支
那
的
焼
か
に
た
馬
の
勢
を
効
し
て
居
る
揮
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら

(
露
西
亜
は
自
分
を
忘
れ
て
支
那
の
潟
め
に
抑
制
酬
を
求
め
宇
に
議
し
て
居
る
諜
で
は
あ
る
ま
い
。
露
両
亜
は
共
産

主
義
に
似

τ非
な
る
三
民
主
義
が
隣
闘
に
於
て
行
は
る
〉
炉
』
見
て
喜
ぶ
潟
め
に
百
数
十
人
の
露
西
川
出
入
を
減
遣
し

て
居
る
も
の
で
は
な
い
1
-
t
u
明
か
で
ゐ
品
。
支
那
の
縛
め
に
謹
す
が
如

{
L
τ
、
買
に
自
分
の
目
的
の
縛
め
に

設
し
て
居
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
o

支
那
が
三
民
主
義
五
機
憲
法
(
立
法
機
、
司
法
様
、
行
政
権
、
肱
築
様
、
考
試

楢
)
に
依
っ
て
統
一
せ
ら
れ
、
輩
岡
な
る
中
央
政
府
が
確
立
品
れ
、
支
那

ω人
民
が
図
民
正
し
て
利
盆
幸
福
金
増

進
す
る
に
至
る
ニ
ど
を
心
か
ら
願
つ

τ助
り
て
居
る
誇
で
は
な
い
。
恐
ら
〈
露
商

E
の
目
的
ご
す
る
世
界
草
命
を

達
成
す
る
手
段
・
戒
は
資
本
主
義
国
家
に
謝
す
る
戦
略

E
L
τ
之
を
助
り
て
居
る
も
の
で
ゐ
ら
う
。
関
民
黛
も
そ

れ
は
十
分
知
っ
て
居
る

-
-
t
t
思
は
れ
る
。

.‘・
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第
三
に
考
へ
ら
る
、
こ
ご
は
、
露
西
亜
の
叫
労
働
者
乃
至
農
民
仁
謝
す
る
共
産
主
義
の
宣
侍
で
ゐ
品
。
ポ
ロ
デ
ィ

y
は
漢
口
に
於

τ農
民
が
貧
な
ら
ば
工
業
も
貧
弱
で
、
工
業
が
貧
弱
な
ら
ば
工
人
も
貧
で
‘
工
人
が
貧
な
ら
ば
会

国
民
が
貧
で
ゐ
る
、
支
那
の
農
民
は
三
億
人
あ
る
‘
三
億
人
の
経
済
事
情
を
改
善
す
る
こ
ご
は
全
国
民
の
経
済
事

情
を
改
善
す
る
こ
ピ
で
あ
る
芭
云
ム
様
な
意
味
の
演
説
を
笹
川
し
た
己
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
露
両
亜
或
は
露
西
亜
に

依
っ
て
指
導
せ
ら
る
、
共
産
誌
は
賃
銀
値
上
げ
、
待
池
改
善
に
依
つ

τ暗
労
働
者
全
煽
勤
し
・
小
作
料
の
軽
減
‘
士

地
問
題
の
解
決
を
以
て
農
民
を
煽
動
し
っ
、
ゐ
る
様
で
ゐ
る
。
江
西
に
於
て
岡
民
黛
軍
の
形
勢
を
有
利
に
導
主
、

優
勢
な
る
孫
侍
芳
の
寧
を
駆
逐
す
る
こ
ど
に
成
功
せ
し
め
た
の
は
、
寅
に
此
等
的
農
民
融
労
働
者
の
此
の
煽
動
を
受

り

τ箪
食
構
築
し

τ横
軍
を
迎
へ
た
に
依
る
芭
言
は
れ
て
居
る
。
私
は
岡
民
議
ピ
け
で
、
共
産
黛
的
積
極
的
活
動

が
此
の
上
行
は
れ
な
い
様
に
な
れ
ば
、
国
民
黛
軍
が
こ
れ
ま
で
見
は
し
た
勢
力
も
、
精
々
南
京
上
海
の
占
領
位
で

御
仕
舞
ひ
正
な
・
り
は
せ
ぬ
か
、
丁
皮
長
髪
賊
の
勢
カ
が
南
京

ω
占
領
を
期
ご
し
て
最
早
や
其
の
上
に
非
常
な
品
開
展

を
錫
す
よ
E
が
出
来
同
様
に
な
っ
符
如
〈
、
共
の
以
上

ω活
躍
は
最
早
や
出
来
心
様
に
な
h
，
は
せ
品
か
正
考
へ
る

の
で
あ
る
。
然
し
共
産
黛
り
活
動
が
引
綴
き
行
は
る
、
以
上
、
ど
フ
し
て
安
徴
、
河
南
等
揚
子
江
北
方
各
省
の
農

民
労
働
者
が
、
業
の
煽
動
を
受
付
る
こ
正
江
西
の
如
〈
で
な
い

Z
考
へ
る
こ
ご
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は
岡

民
黛
が
露
園

ω援
助
を
断
・
9
、
共
産
黛
の
聯
合
を
絶
つ
こ
正
が
出
来
れ
ば
、
園
民
黛
軍
は
最
早
や
此

ω上
非
協
な

活
躍
金
銭
す
鑓
み
な
〈
、
ぞ
れ
が
今
後
盆
I
活
躍
を
錯
す
望
み
が
あ
る
様
で
ゐ
れ
ば
、
共
産
業
の
勢
力
は
露
西
盟

" 

文
那
時
局
白
重
大
と
日
本
白
好
意
政
策
の
眠
鼻

第
二
十
四
巻

論

h

入
七

第
四
脱

入
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a ・.
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第
四
掛

F、

第
コ
十
四
省

丙

λ
λ

時

論

支
那
時
局
自
重
大
と
日
本
自
好
窓
政
策
由
限
界

の
勢
力
己
共
に
盆
I
岡
民
議
仁
加
は

h
、
支
那
赤
化
り
色
彩
は
盆
I
議
陣
に
な
b
、
支
那
は
白
か
ら
之
を
脱
せ
ん

Z
L
τ
遂
じ
枕
す
る
こ
正
能
は
5
る
様
じ
な
り
は
せ
ぬ
か
を
恐
る
、
の
で
あ
る
。
支
那
の
帝
政
は
一
夫
も
其
の
所

を
得
F
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
己
れ
之
を
掛
し

τ溝
墾
に
陥
れ
た
る
が
如
き
責
任
を
戚
宇
る
を
理
想
さ
せ
る
政
治
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
到
底
理
想
で
あ
っ
て
、
質
際
に
於
て
は
ポ
ロ
デ
イ
ン
が
三
億
を
算
す
る
様
に
言
っ
て
居
る
農

民
や
勢
働
者

ω
刺
盆
辛
耐
を
顧
み
F
る
政
治
で
あ
っ
た
。
露
西
琵
は
此
の
如
き
農
民
券
働
者
、
帝
政
時
代
に
於

τ

事
も
其
の
利
盆
幸
編
が
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
無
産
階
級
に
7
7
ピ

1
w
し
、
其
の
利
盆
率
調
を
以
て
彼
等
を
誘

ひ
、
其
の
共
産
主
義
的
戦
守
に
劃
す
る
有
力
な
る
味
方
正
な
色
ん
子
し
っ
、
ゐ
る
様
で
あ
る
。
露
西
亜
の
共
産
主

義
は
巣
し
て
何
蕗
ま
で
も
支
那
の
無
産
階
級
の
質
際
の
刺
盆
牟
鰯
或
は
彼
等
の
白
か
ら
描
い
て
居
る
様
な
利
徒
幸

繭
ピ
永
久
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
ど
一
お
ふ
こ
ご
は
之
を
疑
問
正
し
て
も
、
兎
も
角
一
時
は
彼
等
を
味
方
に

誘
引
す
る
こ
正
が
出
来
る
こ
芭
は
明
か
で
あ
る
。

今
日
露
西
亜
或
は
共
産
策
は
闘
民
黛
を
刺
用
し
、
又
困
民
黛
は
露
西
盟
或
は
共
産
黛
を
利
用
し
て
居
る
同
時
に
考

へ
、
互
ひ
に
利
用
し
あ
っ
て
居
る
積
b
で
あ
ら
う
が
、
然
し
図
民
議
は
到
底
露
西
亜
の
敵
で
は
な
い
。
彼
等
は
北

方
軍
閥
E
F官
協
荷
合
し
、
主
義
を
寅
・
9
或
は
棄
て
る
こ
正
を
僻
し
な
い
歴
史
を
有
し
て
居
品
。
例
人
的
私
利
私
盆

の
銭
め
仁
日
常
利
公
盆
を
犠
牲
己
し
て
祉
ぢ
な
い
支
那
人
固
有
的
疲
弊
を
脱
却
す
る
こ
ご
は
出
来
な
に
彼
等
は
主

義
に
殉
す
る
熱
心
は
な
い
。
露
西
混
成
は
共
産
識
の
積
極
的
な
活
動
じ
謝
し
て
之
を
防
禦
し
乃
至
之
を
攻
撃
す
る

-、

. " 



勇
敢
な
精
紳
は
な
い
o

露
西
盟
戒
は
共
産
黛
は
私
利
忍
舗
を
顧
み
宇
、
共
同
の
利
盆
に
向
っ
て
共
同
の
戦
線
を
布

〈
も
・
図
民
黛
に
は
私
利
私
症
を
来
て
、
共
同
の
利
盆
を
擁
越
せ
も
ぜ
す
る
一
公
共
的
精
品
仰
は
な
い
1
0

私
は
岡
氏
繍

は
露
西
毘
を
利
用
す
る
積
'
り
で
も
、
終
仁
之
仁
利
則
せ
ら
る
、
仁
至
・
り
は
せ
の
か
を
恐
る
、
も
の
で
ゐ
品
。

草

私
は
今
後
図
民
籍
軍
の
勢
力
が
ど
れ
粍
の
俊
展
を
見
る
に
至
る
で
ゐ
ら
，
フ
か
ご
云
ふ
こ
ど
は
、
其

ω露
耐
直
を

背
設
ご
す
る
共
産
黛
の
関
係
如
何
に
依
・

9τ
決
せ
ら
る
べ
き
問
題
で
な
い
ー
か
ピ
考
へ
る
。
私
は
者
1
国
民
議
箪
が

絡
に
支
那
を
統
一

L
・
支
那
を
支
配
す
る
様
な
勢
力
を
見
は
す
こ
正
が
出
来
る
も
の
さ
す
れ
ば
、

そ
れ
は
岡
崎
に

露
西
亜
の
勢
力
、
共

ω共
産
主
義
的
勢
力
が
支
那
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
時
で
は
な
い
ー
か
ど
恐
れ
る
。
犯
は
日
本

ご
し
て
闘
民
議
箪
の
勢
カ
の
畿
財
肢
に
謝
し

τ執
る
べ
き
好
意
的
不
干
沙
政
策
に
は
必
-T其
の
限
界
が
な
げ
れ
ば
な

ら
A
H
E
考
へ
る
。

闘
民
議
は
蕗
西
認
が
支
那
正
の
燦
約
に
違
反
し
て
、
支
那
に
於

τ内
政
に
干
渉
し
・
共
産
主
義
の
宜
伸
を
大
ぴ

ら
に
行
ム
こ
ど
を
容
認
し
て
居
る
。
脇
氏
黛
軍
の
勢
力
の
鎌
田
止
は
ど
れ
程
露
西
亜
の
干
渉
、
其
の
共
産
主
義
的
宣

停
の
結
果
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
が
分
か
ら
ぬ
o

之
に
劃
し
て
無
限
に
好
意
的
不
干
渉
政
策
を
執
る
ζ

ご
は
、

露
西
亜
の
勢
力
、
共
の
共
産
主
義
的
勢
力
の
岡
民
蟻
を
支
配

L
、
そ
れ
ど
共
に
支
那
を
支
配
す
る
に
至
る
様
な
形

勢
を
援
助
す
る
こ
正
、
な
る
危
険
が
あ
る
。
古
う
し

τ之
を
援
助
し
た
る
結
果
日
本
は
合
法
的
に
合
理
的
に
其
の

時

諭

主
那
時
局
目
重
大
と
日
本
的
訂
諮
政
策
の
限
界

第
二

f
凹
魯

ハ
八
九

第
四
腕

入

-、
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支
那
時
品
目
重
大
と
日
本
の
好
意
政
策
同
臨
界

第
二
十
四
容

六
九

C

第
四
競

J、
日q

E面

支
那
に
於
け
る
利
益
、
論
家
に
於
り
る
特
殊
の
地
位
を
維
持
す
る
こ
ご
が
出
来
十
、
之
を
維
持
せ
ん
ご
す
れ
ば
、

白
か
ら
非
常
な
不
徳
義
な
地
位
に
立
も
、
不
合
法
な
叉
不
合
理
な
行
動
を
潟
さ
な
け
れ
ば
な
ら
同
矛
盾
を
避
〈
る

こ
正
は
出
来
な
(
な
る
虞
れ
が
ゐ
る
。

日
本
ご
し
て
は
国
民
黛
軍
の
勢
カ
の
俊
展
に
謝
し

τ露
西
亜
の
勢
力
、
共

産
黛
の
分
子
の
勢
力
の
俊
民
正
部
め
ら
る
、
も
の
言
、
純
国
民
黛

ω健
全
な
る
分
子
の
勢
力

ω後
民
ご
認
め
ら
る

、
も
の
を
M
W

別
L
、
後
者
に
謝
し
て
好
意
的
政
策
を
執
っ
て
も
、
前
者
に
封

L
て
は
好
意
的
政
策
を
執
る
こ
己
は

出
来
ぬ
筈
で
め
る
。
日
本
の
か
う
一
Z
L
政
策
の
限
界
は
或
は
岡
氏
議
軍
に
於
げ
る
闘
民
議
の
品
川
子
正
共
産
黛
の
分

子
の
分
解
作
用
を
助
け
る
こ
古
、
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
き
う
し
て
其
の
結
川
市
岡
民
議
箪
川
勢
力
の
此
の
上
に
俊
展

し
、
遂
に
支
那
を
統
一

L
支
配
す
る
に
至
る
様
な
形
勢
を
阻
止
す
る
こ
正
に
な
る
か
も
分
か
ら
品
。
然
し
露
両
亜

の
勢
力
、
或
は
誌
の
共
産
主
義
的
勢
力
に
依
つ

τ支
配
せ
ら
れ
な
り
れ
ば
闘
民
議
軍

ω
後
展
が
些
ま
れ
や
、
支
那

を
統
一
し
支
配
す
る
ニ
芭
が
出
来
な
い
も
の
ご
す
れ
ば
、

そ
れ
は
圃
民
議
軍
に
そ
れ
だ
け
の
力
が
な
(
、
支
那
の

人
民
に
純
園
長
黛
の
健
全
分
子
を
歓
迎
し
、
其
の
三
民
主
義
に
共
鳴
す
る
熱
誠
ご
準
備
正
が
な
V
も
の
吉
し

τあ

き
ら
む
る
外
な
〈
、
露
西
亜
の
勢
力
・
其
の
共
産
主
義
的
勢
力
の
指
場
鼓
吹
に
依
つ

τ、
国
民
業
軍
が
始
め
工
揚

子
江
以
北
の
各
省
に
後
展
す
る
ニ
正
が
出
来
、
進
ん
で
絡
に
支
那
を
統
一

L
支
配
す
る
こ
ど
が
出
来
る
嫌
な
守
』
芭

仁
な
る
正

L
て
も
、
そ
れ
は
日
本
正
し
て
喜
ぶ
べ
き
ニ
ご
で
な
い
の
み
な
ら
や
、
叉
支
那
ご
し
て
も
喜

-seへ
き
こ

Z
で
な
V

。

晶、
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岡
氏
黛
軍
の
勢
力
の
殺
展
に
劃
し
て
日
本
の
執
る
べ
き
好
意
的
政
策
の
限
界
め
る
べ
き
も
の
正
し
て
も
、
何
蕗

ま
で
が
一
露
西
亜
の
勢
力
、
共
の
共
産
主
義
的
勢
力
の
指
事
鼓
吹
に
依
h
、
何
世
陣
か
ら
は
古
う
で
な
い
か
ご
云
ム
こ

正
的
見
分
り
を
つ
け
る
こ
ピ
は
容
易
で
な
い
。
私
は
こ
れ
は
彼
等
の
不
苧
等
僚
約
撤
臨
局
外
岡
視
界
租
借
地
等
の

岡
牧
.
闘
税
自
主
権
内
要
求
、
治
外
法
権
ψ
撤
廠
等

ω如
き
外
闘
に
掴
到
す
る
要
求
の
正
常
不

E
賞
、
其
の
目
的
の

純
不
純
、
北
(
の
手
段
方
法
の
合
法
的
不
合
法
的
に
依
っ
て
判
断
す
る
外
が
な
い
ご
考
へ
る
。

支
那
の
不
卒
等
僚
約
撤
肢
の
要
求
は
前
に
も
地
ぺ
た
如
〈
必
争
し
も
闘
民
諜
に
限
っ
た
こ

E
で
は
な
い
w

が
、
園

民
業
軍
が
無
理
無
法
に
漢
口
、
九
江
川
り
英
租
界
を
占
領

L
、
英
古
利
は
之
を
伐
約
の
除
制
己
ー
し
て
共

ω無
浬
無
法

を
詩
責
せ
ん
と
せ
や
、
却
っ
て
支
那
園
民

ω熱
烈
な
る
要
求
を
強
力
を
以
て
拒
絶
す
る
こ
ピ
は
宜
し
く
な
い
ご
言

っ
て
、
之
を
僚
件
的
に
容
認
せ
ん
Z
す
る
態
度
を
取
h
、
世
界
の
輿
論
も
亦
支
那
図
民
の
熱
烈
な
る
要
求
含
認
め

て
、
傑
約
腺
糊

ω
不
法
令
』
認
め
な
い
1

様
な
形
勢
ど
な
っ
て
，
非
常
に
重
大
な
問
題
己
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
も

外
国
は
其
の
頃
か
ら
支
那
に
於
げ
る
不
一
中
盤
寸
倹
約
は
到
底
撤
厳
し
な
け
れ
ば
な
ら
泊
、
好
い
機
曾
を
見
付
け
て
成

る
ぺ
〈
早
〈
撤
滋
ず
る
方
が
支
那
の
時
局
の
越
化
仁
依
っ
て
外
闘
の
受
〈
る
損
害
を
少
〈
す
る
所
以
で
め
る
正
考

へ
る
慌
に
な
っ
た
ο

か
う
一
去
そ
』
己
は
岡
民
識
の
漢
口
、
九
江
の
英
祖
国
押
占
領
に
依
っ

τ起
っ
た
獲
化
で
あ
る
。

孫
侍
芳
は
二
月
十
六
日
に
上
海
に
於

τ外
岡
人
保
護
の
布
告
を
畿
し
、

粗
界
の
岡
牧
は
国
民
の
赦
迎
1
る
所
で
あ

る
が
、
事
態
重
大
で
強
制
的
に
施
行
し
、
叉
は
軽
々
に
従
事
す
ぺ
き
で
な
い
け
必
宇
正
式
の
手
績
を
経
な
り
れ
ば

第
二
十
四
巷

H寺

宝
那
時
帰
の
草
大
と
日
本
的
釘
定
政
鍛
の
肱
川
持

第
四
駅

" E 
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時

支
那
叫
吋
局
の
重
大
と
日
本
白
静
怠
政
策
由
限
界

第
二
十
四
巻

λ
↑ハ

，ミ
ゴし

第
刊
披

論

な
ら
ぬ
、
漢
口
の
英
祖
国
仲
占
領

ω問
題
の
如
き
徒
ら
に
紛
糾
を
起
し
外
侮
を
招
い
だ
に
過
言
ぬ
己
言
っ
た
さ
云
ふ

こ
正
は
蛍
時
の
新
聞
に
見
え
て
居
る
が
・
そ
れ
は
孫
侮
芳

ω骨
同
時
の
位
置
ご
し
て
、
外
国
の
戚
情
を
害
す
る
を
不

得
策
ご
し
て
費
し
た
布
告
で
、
縛
め
に
す
る
所
ゐ
つ
て
の
こ
ご
に
過
ぎ
な
い
。
漢
口
問
題
の
斜
め
に
支
那
は
外
侮

を
受
付
争
、
英
吉
利
は
却
っ
て
支
那
か
ら
侮
を
受
け
る
慌
な
有
様
ピ
な
っ
た
。
き
う
一
お
ふ
誇
で
不
平
等
僚
約
撤

康
、
租
界
同
肢
の
如
き
要
求
は
支
那
の
南
北
を
通
じ
人
民
全
髄

ω要
求
で
あ
る
ご
し
て
も
、

そ
れ
が
重
大
な
問
題

百
な
っ
た
の
は
北
方
軍
闘
の
要
求
か
ら
超
ら
す
し
て
荷
方
図
民
識
的
要
求
質
現
の
過
激
な
る
手
段
方
法
よ
り
超
つ

た
の
で
あ
る
。

一
櫨
不
平
等
傑
約
撤
廠
の
要
求
は

H

と
う
し

τ起
っ
た
炉
。
園
民
議
の
三
民
主
義
の
嘗
然
の
締
結
ご
し
て
白
接
的

に
圃
民
識
の
間
ド
起
っ
た
も
の
で
あ
る
か
己
云
ふ
に
、
ど
う
も
さ
う
で
は
な
い
慌
で
ゐ
る
。

一
九
二

O
年
卸
も
大

正
九
年
ま
げ
い
露
西
亜
己
支
那
J

」
の
国
安
が
開
り
副
時
か
ら
、
露
西
盟
の
極
東
政
府
代
表
者
に
b
し
ユ

1
y
y
が
北

京
に
来
。
支
那
に
謝
し
て
園
交
快
復
の
提
議
を
渇
し
た
時
、
彼
は
露
西
亜
を
代
表
し
て
有
名
な
特
槽
描
棄
の
宣
言

-T
録
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
露
西

E
t
支
那
ご
の
倹
約
以
偏
務
的
な
不
卒
等
僚
約
で
ゐ
っ
た
、
機
曾
均
等
、
構
利
苧

等
の
主
義
に
反
す
る
帝
国
主
義
的
色
彩
り
濃
厚
な
不
法
な
僚
約
で
あ
っ
た
、
露
両
軍
は
今
一
切
之
を
廃
棄
し
て
支

那
の
人
民
及
び
政
府
の
主
権
及
び
名
器
を
段
損
す
る
様
な
一
切
の
傑
約
を
川
県
保
件
に
徹
底
す
る
ご
云
ふ
宣
言
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
ど
れ
咽
相
官
時
支
那
の
民
心
に
ア
ヅ
ピ

1
v
し
た
が
分
炉
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
一
九
二
四
年
五
月

ω

晶、

a 咽‘'



露
支
協
定
に
依
h
、
露
両
亜
は
正
式
に
支
那
に
劃
し
閥
税
自
主
権
の
侠
復
、
治
外
法
権
的
撤
廃
、
租
界
に
於
げ
る

諸
特
櫨
の
ぬ
葉
、
義
和
拳
事
件
賠
償
金
の
ぬ
棄
等
を
承
認
し
、
支
那
に
於
て
有
す
る
一
切
り
特
権
セ
抱
来
し
た
の

で
ゐ
る
。
此
の
年
毛
ス
ク
ワ
に
於
て
帝
国
主
義
反
謝
の
大
曾
が
閲
か
れ
、
引
鋭
、
き
北
京
に
於
て
反
帝
国
主
義
聯
盟

の
組
織
を
見
る
に
至
り
、
不
卒
等
保
約
撤
底
的
要
求
は
漸
〈
盛
ん
ご
な
っ
た
。
ど
う
も
こ
れ
は
国
民
黛
の
三
民
主

義
か
ら
支
那
人
は
自
畿
的
に
演
線
的
に
考
へ
出
し
た
も
の
で
な
〈
、
露
西
蕗

ω入
智
慧
に
依
っ
て
指
一
場
苫
れ
煽
勤

さ
れ
た
も
の
で
な
い
か
ご
考
へ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
き
う
し
て
そ
れ
が
三
民
主
義
の
民
族
主
義
の
主
張
に
も
合
致

す
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
岡
民
議
は
得
た
・
り
か
し
こ
し
E
之
を
自
分
の
築
館
中
に
牧
め
、
自
分
の
主
義
正
し
て
振
舞

は
す
-
』
ご
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

苫
う
し
て
今
日
で
は
こ
れ
こ
そ
は
支
那
的
岡
民
運
動
、
闘
民
指
命
の
根
本
の
目
的
で
ゐ
る
Z
言
ふ
様
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
き
う
L
て
支
那
の
混
乱
、
不
秩
序
、
不
統
一
の
原
凶
、
支
那
の
積
同
調
衰
頒
の
原
因
は
、
皆
外
国
が
此

の
帝
国
主
義
的
不
平
等
燦
約
を
以
工
支
那
を
束
縛
し
搾
取
す
る
粕
川
市
で
あ
る
、
此
の
不
平
等
保
約
に
し
て
撤
磨
き

る
れ
ば
、
支
那
の
内
乱
は
白
山
ら
牧
拾
L
、
支
那
の
政
健
は
向
u
r
h
h
統
一
し
、
秩
序
は
侠
復
し
、
支
那
人
民
の
利

盆
幸
繭
は
期
せ
4
7

し
て
増
進
さ
れ
る
ご
一
五
ふ
様
に
考
へ
る
こ
正
に
な
っ
た
。
ぞ
れ
は
さ
う
で
な
い
の
で
な
い
か
、

却
つ

τ反
卦
で
は
な
い
か
、
支
那
は
白
か
ら
内
乱
を
枚
拾
し
、
政
般
を
統
一
し
、
秩
序
を
依
復
し
、
人
民
の
生
命

財
産
の
安
全
を
保
-
隠
す
る
こ
芭
が
出
来
る
様
に
な
れ
ば
、
共
的
村
民
正
し
て
不
平
等
保
約
は
撤
厳
き
る
、
-
}
ご
に

き
う
し
て
そ
れ
で
司
』
そ
始
め
て
不
一
小
川
市
保
約
が
撤
臨
服
さ
れ
た
だ
け
の
利
盆
は
質
際
に
盟

な
る
べ
き
で
は
な
い
か
、

部
二
十
四
巷

支
那
時
局
自
甚
大
と
日
本
自
好
意
政
鏑
目
限
界

大
丸
=
一

第
四
蹴

λ 
七

時

論

-、

. .・6



路年

支
那
時
局
白
軍
大
と
日
本
白
好
意
政
策
の
限
界

諭

第
二
十
回
答

宍

A 
四

第
四
組

八
J、

ま
れ
る
誇
で
な
い
か
、
今
日
の
様
な
支
那
の
放
題
に
於
て
不
平
等
僚
約
が
撤
慶
さ
れ
た
か
ら
ピ
言
っ
て
、
ど
う
し

て
其
の
結
川
市
正
し
て
内
乱
的
股
拾
政
髄

ω統
一
、
秩
序
の
依
復
ご
云
ふ
こ
ご
仁
な
る
で
あ
ら
う
か
‘
却
っ
て
そ

れ
を
要
求
す
る
同
民
の
刺
戟
を
失
ム
こ
正
に
な
h
、
支
那
の
結
局

ω不
利
盆
に
な
O
は
せ
ぬ
ん
れ
な
主
、
議
論
し

τ

見

τも
、
到
底
支
那
人
に
は
耳
に
入
ら
な
い
僚
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
は
外
周
も
最
早
や
不
卒
等
僚
約
撤
厳

の
前
に
先
づ
内
政
の
盤
理
な
ど
、
は
言
っ
て
居
ら
れ
歩
、
言
っ

τも
無
盆
で
ゐ
る
様
に
考
へ
る
様
に
な
っ
た

ω
で

あ
る
。日

本

t
L
て
も
支
那
の
不
平
等
保
約
撤
摩
の
要
求
は
、
北
(
の
正
嘗
の
範
囲
を
超
越
し
て
満
洲
に
於
り
る
日
本
の

特
殊
地
位
の
郎
防
施
棄
を
要
求
す
る
様
な
ニ
ぜ
に
な
ら
ざ
る
限
ち
之
を
承
認
し
な
り
れ
ば
な
ら
m
ヤ
』
ピ
は
明
か
で

め
る

o
zう
し
て
是
れ
が
露
両
亜

ω支
那
に
於
付
る
勢
力
、
ヌ
之
を
背
景
正
す
る
共
産
業
の
勢
力
を
援
助
す
る
様

な
支
那
人
民
の
質
際
の
利
盆
章
一
臓
に
背
馳
す
る
不
純
な
目
的
に
出
で
や
，
.
叉
そ
れ
を
達
成
す
る
手
段
は
飽
〈
ま
で

合
法
的
な
秩
序
的
な
も
の
で
、
漢
口
、
九
江
の
英
租
界
不
法
奪
取
の
如
吉
、
保
約
の
手
続
仁
依
ら
宇
或
は
僚
約
厳

棄
の
方
法
に
依
ら
ん
ご
す
る
様
な
露
両
並
式
共
産
主
義
的
無
法
手
段
に
あ
ら

F
る
限
り
、
之
仁
謝
し
て
好
意
的
援

助
b
z
奥
へ
る
こ
正
を
、
割
払
は
必
す
し
も
不
可
正
は
考
へ
な
い
。
然
し
其
の
要
求
は
克
嘗
的
範
閣
を
超
越
し
‘
其
の

目
的
は
不
純
で
ゐ
b
、
其
の
手
段
は
不
合
法
で
ゐ
る
な
ら
ば
、
日
本
は
敢
然
正
し
て
反
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
向
。

之
は
支
那
に
於
て
露
西
亜
の
勢
力
、
，
及
び
其
の
共
産
主
義
的
勢
力

ω横
溢
を
阻
止

L
、
異
の
図
民
的
要
求
に
基
礎

を
宿
す
る
正
嘗
有
カ
な
る
闘
家
の
建
設
を
援
助
す
る
限
界
線
で
ゐ
る
。

-、
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